
【宮崎市】感染症予防計画に基づく今年度の取組について

第7 情報収集、調査及び研究、人材の
養成及び資質の向上並びに知識の普及
及び感染症の患者等の人権の尊重

第9 体制の確保に係る目標その他感染症の予防の推進に必要な施策

1．宮崎市感染症予防計画の策定 
 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、新たな感染症危機に備えるため、保健・医療提供体制に関する記載事
項を充実するとともに、医療提供体制の確保等に係る目標を定め、これまでの教訓を生かすことができる体制を目指し
た計画

2．宮崎市健康危機管理対処計画の策定 
 宮崎市感染症予防計画との整合性を確保しながら、新興感染症等の健康危機に備えた準備を計画的に進めるため、平
時・感染症拡大時等のフェーズへの速やかな体制の移行について定めた計画

1．感染症危機管理体制の構築 
 （１）感染症危機管理チーム体制の再編成 
      保健所内の体制強化を図るため、予防計画及び対処計画に基づく組織体制に見直し 

 （２）宿泊療養施設との協定締結 
       円滑かつ効率的な宿泊療養施設の運営体制を図るため、県と市の連名で宿泊施設と協定を締結 

 （３）検査機関との協定締結 
      迅速かつ的確に検査を提供する体制を確保するため、県と市の連名で民間検査機関と協定を締結

2．人材育成 

  （１）保健所職員 
      新しい感染症危機管理対策チームの体制に基づいた実践的研修・訓練の実施

  （２）ＩＨＥＡＴ
      令和６年６月にＩＨＥＡＴ登録者を募集、今後ＩＨＥＡＴ登録者へ疫学調査等の研修を実施

  （３）高齢者福祉施設等職員 
         高齢者施設等職員を対象として専門家（医師・感染症管理看護師等）を招聘し、講義等を実施 
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